
※ 特例給付（児童1人あたり5,000円/月）の方や算定児童として高校生が登録されている方は自動的に増額となります。

宗像市役所 子ども家庭センター（子ども家庭係）
宗像市東郷１丁目１番１号 TEL：０９４０ー３６ー１１５１

児童手当申請手続き（現受給者） フローを確認してください

高校生年代の児童がいますか？

はい
いいえ

いいえ

いいえはい

算定児童（※1）として登録されていない高校生年代の児童が
いますか？
※1 現在児童手当の支給対象ではないが、児童数にカウントす
る児童のこと。あえて算定児童として登録していない場合を除
き、原則登録されています。

養育している高校生年代以下の児童と生活費などを負担してい
る大学生年代（H14.4.2生～H18.4.1生/進学・就職問わず）の
お子さんがいて、合わせて３人以上ですか？

手続き不要【D】 申請が必要
同封の「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記入し、返送してくだ
さい。

※提出がないと、そのお子さんからカウントした児童手当の金額の計算ができません。

【C】
宗像市子ども家庭センターへ
ご連絡ください。

はい

よくある問い合わせ

Q１「生計費の負担をしていること」の解釈について、別居している大学生の子どもへの仕送りは、金銭では
なく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合も生計費の負担をしているとして問題ありませんか？

A１ 「生計費の負担をしていること」に該当しますので、「監護相当・生計費の負担に ついての確認書」をご提出く
ださい。

Q２ 大学生年代の子どもが就職（もしくは国外へ留学）などで、別居しています。「監護相当・生計費の負担に
ついての確認書」はどうしたらいいですか？

A2 状況を確認いたしますので、宗像市子ども家庭センターへお問い合わせください。

Q3 監護している大学生年代の子どもが住民票の住所とは別の住所に住んでいます。確認書の住所はどう
したらいいですか？

A3 居住の実態がある住所地を記載してください。（添付書類等は不要です）

提出期限

令和６年９月３０日（月）必着

初回支給予定日は令和６年１２月１０日です。（申請受付が令和６年１０月１日以降の場合、増額分の支給が令和
７年２月以降となる可能性があります）


